
平成３０年７月４日

青森県教育委員会第８３４回定例会



期 日 平成３０年７月４日（水）

場 所 教育庁教育委員会室

会 議 次 第

１ 開 会

２ 議 案

○議案第１号 市町村立学校職員の人事について … （非公開の会議）

○議案第２号 学校職員の人事について …………… （非公開の会議）

○議案第３号 青森県いじめ防止対策審議会委員の人事について … １

３ その他

○職員の懲戒処分の状況について ……………………………………… ２

４ 閉 会



議案第３号 

    

青森県いじめ防止対策審議会委員の人事について 

  

 

 青森県いじめ防止対策審議会委員の人事を次のとおり行う。 

                          沼 田   徹 

                          田 中   治 

                          内 海   隆 

                          関 谷 道 夫 

                          鳴 海 春 輝 

                          髙 谷 裕実子 

 

青森県いじめ防止対策審議会委員に委嘱する 

 

任期は平成３０年７月３０日から平成３２年７月２９日までとする 

 

平成３０年７月４日 

                  青 森 県 教 育 委 員 会 
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［その他］ 

職員の懲戒処分の状況について 

平成３０年７月（６月１日～６月３０日分） 

 

        青森県教育委員会 

 

事案１ ①被 処 分 者  西北地域市部以外の中学校 校長（５７歳 男性） 

    ②事件の概要等  人身事故（治療期間が３０日以上３月未満） 

・ 平成２９年１０月２７日（金）午後２時４２分頃 

・ 西津軽郡深浦町内の国道 

・ 自動車を運転中、前方不注意により対向車線へはみ出し、対向車線

を走行していた自動車に衝突したもの。 

・ 事故の相手方  男性１名 軽傷 

女性１名 ４か月間程度の通院 

③処 分 内 容  減給１月 

④処分年月日  平成３０年６月７日 

⑤そ の 他  管理職であることから、量定を加重 

 

事案２ ①被 処 分 者  西北地域五所川原市の中学校 教頭（５０歳 男性） 

    ②事件の概要等  速度超過（３０km/h以上５０km/h 未満） 

・ 平成３０年４月１４日（土）午前９時５６分頃 

・ 西津軽郡鰺ヶ沢町内の県道 

・ 最高速度５０km/hのところ、８３km/hで走行 

③処 分 内 容  減給１月 

④処分年月日  平成３０年６月２７日 

⑤そ の 他  管理職であることから、量定を加重 
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参 考 資 料

第８３４回定例会（平成３０年７月）

●議案第３号

青森県いじめ防止対策審議会委員の人事について P１～３
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青森県いじめ防止対策審議会条例 

                        平成二十六年七月七日 
                        青森県条例第六十九号 
 青森県いじめ防止対策審議会条例をここに公布する。 
   青森県いじめ防止対策審議会条例 
 (設置) 
第一条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第十四条第三項

の規定に基づき、教育委員会に青森県いじめ防止対策審議会(以下「審議会」

という。)を置く。 
 (所掌事務) 
第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、県立学校におけるいじめ防止

対策推進法第一条に規定するいじめの防止等のための対策に関する事項、同

法第二十八条第一項の規定による調査に関する事項その他同法第二条第一項

に規定するいじめに関する重要事項を調査審議する。 
 (組織) 
第三条 審議会は、委員六人以内をもって組織し、その委員は、法律、医療、

教育、心理、福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、教育委員会

が委嘱し、又は任命する。 
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 
3 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定

する委員がその職務を代理する。 
第四条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委

員若干人を置くことができる。 
2 臨時委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任さ

れるものとする。 
 (会議) 
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席が

なければ開くことができない。 
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

参 考 資 料 
議案第３号関係 
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 (委任) 
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教

育委員会が定める。 
 
   附 則 
 (施行期日) 
1 この条例は、公布の日から施行する。 
 (特別職の職員の給与に関する条例の一部改正) 
2 特別職の職員の給与に関する条例 (昭和二十七年九月青森県条例第三十九

号)の一部を次のように改正する。 
〔次のよう〕略 
 (特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正) 
3 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条

例第四十三号)の一部を次のように改正する。 
〔次のよう〕略 

参 考 資 料 
議案第３号関係 
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